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○
平
成
二
十
五
年
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
五
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
八
の
五
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
く
租
税
特
別
措
置
法
第

四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
事
が
行
わ
れ
る
構
造
又
は
設
備
と
一
体
と
な
っ
て
効
用
を
果
た
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る

設
備
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
設
備
） 

（
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
） 

（
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
五
号
） 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
八
の
五
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
事
が
行
わ
れ
る
構
造
又
は
設
備
と
一
体
と
な
っ
て
効
用
を
果
た
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
著
し
く

資
す
る
設
備
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
八
の
五
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
事
が
行
わ

れ
る
構
造
又
は
設
備
と
一
体
と
な
っ
て
効
用
を
果
た
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る
設
備
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協

議
し
て
指
定
す
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

次
に
掲
げ
る
太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置 

一 

冷
暖
房
等
及
び
給
湯
の
用
に
供
す
る
も
の
の
う
ち
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」

と
い
う
。
）A

四
一
一
二
に
適
合
す
る
も
の
（
蓄
熱
槽
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
日
本
産
業
規
格A

四
一
一
三
に
適
合
す
る
太
陽
蓄
熱
槽
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

給
湯
の
用
に
供
す
る
も
の
の
う
ち
、
日
本
産
業
規
格A

四
一
一
一
に
適
合
す
る
も
の 

２ 

潜
熱
回
収
型
給
湯
器
（
ガ
ス
又
は
灯
油
の
消
費
量
が
七
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
産
業
規
格S

二
一
〇
九
又
はS

三
〇
三
一
に
定
め
る
試
験
方
法

に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
熱
効
率
が
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

３ 

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
式
電
気
給
湯
器
（
定
格
加
熱
能
力
を
定
格
消
費
電
力
で
除
し
て
算
出
し
た
数
値
の
平
均
値
が
三
・
五
以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

４ 

燃
料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
（
発
電
及
び
給
湯
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
固
体
高
分
子
形
の
燃
料
電
池
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
日
本
産
業
規
格C

六
二
二
八
二
―
三
―
二
〇
一
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
、
定
格
出
力
が
〇
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
、
廃
熱
回
収
流
体

の
発
電
ユ
ニ
ッ
ト
出
口
温
度
が
五
十
度
以
上
、
発
電
効
率
が
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
及
び
総
合
効
率
が
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
又
は
固
体
酸
化
物
形
の
燃
料
電
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池
を
用
い
た
も
の
の
う
ち
日
本
産
業
規
格C

六
二
二
八
二
―
三
―
二
〇
一
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
に
お
け
る
、
定
格
出
力
が
〇
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
、
廃
熱
回
収
流
体
の
発
電
ユ
ニ
ッ
ト
出
口
温
度
が
六
十
度
以
上
、
発
電
効
率
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
及
び
総
合
効
率
が
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
も
の
に
限
る
。
） 

５ 

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
エ
ア
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
う
ち
、
日
本
産
業
規
格C

九
九
〇
一
に
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
達
成
率
が
百
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
一
〇
号
） 

こ
の
告
示
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
四
号
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
令
和
元
年
七
月
一
日
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
一
号
） 

 

こ
の
告
示
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
／
経
済
産
業
省
／
国
土
交
通
省
／
告
示
第
二
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

個
人
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
断
熱
改
修
工
事
等
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
の
家
屋
を
令
和
五
年
一
月
一
日 

前
に
同
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


